
２０２１年８月１４日発表 

クリエイトまち塾について 

 クリエイトまち塾は、青森市全体をフィールドに、地域の大人を巻き込みながら、まちづくりに挑むプログ

ラムです。単にまちづくりに取り組むのではなく、月に１回の「コアプログラム」で行う講義やワークショッ

プを通じて、まちづくりや自分の成長に必要な学びを得ながら取り組むことができます。１年間の継続した活

動を通じて、主体性や創造力を身に付けたり、自らがやりたいことを明確に持つことが期待されています。こ

れまで「未来をつくる若者・オブ・ザ・イヤー」内閣府特命担当大臣表彰、「子どもたちのこころを育む活動」

奨励賞を受賞するなど、その活動意義は高く評価されています。 

 クリエイトまち塾は、今年８年目を迎え、延べ１６０名近くの参加高校生の皆さんの発想とチャレンジを通

じて、社会へ様々なインパクトを及ぼしてきました。今年度は、青森駅新駅舎や大規模施設の建設が進み、進

化を遂げているまちのこれからについて、主体的に考え、実践に取り組みます。 

今年度も意欲ある皆さんとともに主体的な活動をできることを心待ちにしています。 

① 「クリエイトまち塾」コアプログラムへの参加（月１回） 

月１回、参加者が一堂に会してまちづくり活動を実践するうえで有用な学びを得る機会（コアプログラム）

を用意しています。当日は年間を通じてまちづくりをはじめ様々な分野について学ぶほか、コミュニケーシ

ョン能力を高めるワークショップを行います。また、年数回、各界の第一線で活躍されている方による講演

会など魅力あるプログラムを実施します。 

昨年度講師：小野寺晃彦氏（青森市長）、山口章氏（青森明の星短期大学教授）など 

②  ホームルーム活動（月１回以上） 

約６人ごとにクラスを編成し、商店主（担任）などのアドバイスのもと、１年間を通じて商店街を身近に知

る体験やまちづくりのアイデアや企画を考えてもらいます。また、アイデアや企画を実際に実行します。 

今年度担任：中村公一氏（飲食・デザイン会社社長）、鈴木里穂（飲食・物販会社社長）、堺麗未（地域づく

り団体代表） 

※クリエイトまち塾の詳細は、パンフレットに分かりやすく掲載されていますので、あわせてご覧ください。 

※新型コロナウィルス感染症の拡大を受けて 「基本運営方針」を策定し、感染リスクを低減するために適切な対応を

講じています。基本運営方針は法人ウェブサイトで掲載しています。 

公募内容 

■期待する参加者像 

 クリエイトまち塾はボランティア活動ではなく、地域の人びとを巻き込みながら、社会体験を通じて様々な

ことを学ぶ社会教育プログラムです。同世代はもちろん異世代との対等な立場での活動が沢山ある中で、参

加者は、責任感をもって取り組む姿勢が求められます。 

このことから責任感と高い意欲をもって参加できる高校生を募集します。 

■応募資格 

 次のすべてを満たすことが条件です。 

１． 青森県内に在住し、青森県内に所在する高等学校に在籍していること。 

※青森市外に在住している場合、活動のメインフィールドとなる青森市内との定期的な往復が可能なこと。 

２． ２００３年４月２日～２００６年４月１日生まれであること。 

■募集人員 

 １０人～２０名（※１５名を超える応募があった場合、参加者調書をもとに選考を行うことがあります。） 

■参加費 

 １５，０００円（コアプログラム受講料・教材費・フィールドスタディ参加費） 

（裏面に続く）  
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クリエイトまち塾２０２１  参加者公募要項（２次） 



申込方法 

■参加に向けたフロー 

 

 

 

 

 

 

■応募期間・手段 

 ２０２１年８月１４日（土）～２０２１年９月７日（火） 

【インターネットによる申込】※９月７日（火）２３：５９までに送信されたものを有効とします。 

 専用フォームから、「参加申込書」および「参加者調書」を漏れなく入力の上、送信すること。 

 ＵＲＬ：http://www.aocre.com/entry.html 

      ※SSL が有効な応募サイトに遷移します。右の QR コードからもアクセスできます。 

【郵送による申し込み】※９月７日（火）までの消印を有効とします。 

「参加申込書」および「参加者調書」を漏れなく記入の上、下記事務局へ郵送すること。 

送付先：〒030-0861 青森県青森市新町 2 丁目 6 番 27 号 

    クリエイトまち塾公募事務局 

■申込書類の記入 

・参加申込書と参加者調書を記入してもらいます。これらは活動に参加してもらうにあたって事務局が把握

すべき事項などが盛り込まれています。 

・１５名を超える応募があった場合、参加者調書をもとに書類選考を行います。 

・ 「参加同意書」は、参加決定後にお送りします。押印が伴う書類のため、郵送での提出が必要です。 

■その他 

・参加が決定した者に対して、２０２１年９月９日 （木）をめどに参加決定の旨を記した案内文書 （以下、案

内文書といいます）を発送します。テキストファイルなどは初回のクリエイトまち塾コアプログラムで配付

します。 

・また、案内文書発送後から参加者としての権利を有しており、参加費の納入義務が生じます。いったん納入

された参加費の返還は二重納入の場合を除いて、原則としてお受けできませんので、ご了承ください。 

  ・全員が集まって行う初回の活動は２０２１年９月１９日 （日）に行いますので、予め当日のスケジュールを

確保してください。また、当日の参加ができない場合、参加者調書にその旨を記載してください。 

・記入いただいた個人情報 （参加申込書 ・参加者調書など）は、当事業にのみ使用し、許可なく第三者へ情報

を開示することはありません。また、選考等により不参加となった方の参加申込書 ・参加者調書については、

法人が定める期間を経過したのちに、当法人が責任を持って処分いたします。 

■問い合わせ 

 特定非営利活動法人あおもり若者プロジェクト クリエイト 「クリエイトまち塾」公募事務局  

 ・メール  recruit@aocre.com    ・電話  017-775-4134 
 

クリエイトまち塾の各種支援制度 

経済支援奨学金制度 

 意欲があるにもかかわらず、経済的に参加費の弁済が特に厳しいご家庭の皆さんに向けて、参加費の全部あるいは一部を給

付する制度を用意しています。詳細は参加決定時にお送りするパンフレットでご確認ください。 

障がいをお持ちの方へ 

 活動の参加にあたり特別の配慮を必要とする各種機能の障がい者・障がいをお持ちの方であっても､合理的配慮により自立

した活動参加が可能であれば申込できます｡身体の機能の障がいにより､活動の参加に際して合理的配慮の範囲内で特別な

配慮を必要とする方は､参加申込書の「配慮が必要な障がい」欄にその内容を明記してください。 
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参加申込 

参加決定 

活動への参加 

9 月 7 日(火)締切 「参加申込書」と「参加者調書」を提出してください。 

9 月 9 日(木)発送 同封されている「参加同意書」を郵送するとともに参加費を納入してください。 

9 月 19 日(日)実施 



別紙 

クリエイトまち塾の参加にあたって保護者の皆さまへ 

 この度は、クリエイトまち塾へのご参加を検討いただきまして、誠にありがとうございます。クリエイトまち塾

は、まちづくりを通じた通年型の社会教育プログラムです。２０１４年の開始以来、延べ１６０名が参加し、「未来

をつくる若者・オブ・ザ・イヤー」内閣府特命担当大臣表彰、「子どもたちのこころを育む活動」奨励賞を受賞する

など、まちづくりと教育の両面で先進事例として高く評価を得ている取り組みです。 

 活動には、まちづくりを実践する地域の大人が「担任」として参画し、１年間をかけて、高校生がプロジェクト型

のまちづくり活動に取り組みます。活動を通じて、主体性が高まるほか、周囲との協働を通じて、コミュニケーショ

ンの向上や地域への深い理解が生まれます。若手社会人や地元大学生で構成される事務局スタッフが責任を持ち運営

を行いますので、どうか、ご安心をいただけますと幸いです。 

つきましては、参加にあたり、保護者の皆さまにご留意いただきたい点を下記にまとめておりますので、ご確認を

いただけますと幸いです。 

新型コロナウィルス感染症にかかる対応について 

当法人では、新型コロナウィルス感染症の感染拡大に伴う「基本運営方針」を策定し、政府や自治体・教育委員会の

方針を踏まえ、随時改訂を行っており、感染リスクを低減するために適切な対応を講じています。感染動向に応じ

て、活動をオンラインに切り替えるなど柔軟な運用を行っています。なお、基本運営方針は法人ウェブサイトで掲載

しています。 

参加費の納入について 

講師謝金や会場費、プログラムの運営費に充当される参加費について、９月９日（木）に発送する参加決定通知とと

もに詳細な支払方法をお知らせします。郵便局での払込か銀行振込での入金を承ります。振込手数料は参加者がご負

担ください。納付は９月１８日（土）までとなる予定ですので、予めご承知おきください。 

活動中の事故に備える保険について 

法人では損害賠償責任保険（対物５億円、対人１億円）に加入していますが、希望により、別途掛金を支払うこと

で、活動中に発生したケガや損害賠償を補償する団体契約の保険（スポーツ安全保険Ａ２型）に加入することができ

ます。保険の詳細は参加決定通知に同封します。 

参加同意書について 

参加決定後、保護者の皆様に「参加同意書」をご提出いただきます。参加同意書は、参加決定通知に同封いたしま

す。なお、「参加同意書」には下記の事項が記載されておりますので、あらかじめご承知おきいただきますようお願

い致します。 

・参加者としての権利は参加決定の旨が記された参加決定通知が発送された時点で有することとし、参加費について年

度内に参加を取りやめた場合でも返金することはできません。 

・記録のために活動中にスタッフや報道関係者が写真撮影および撮影することがあります。また、その写真・映像がホ

ームページや印刷物で恒久的に使用されることがあります。また、活動の様子が報道機関等により撮影及び紹介され

ることがあります。（本項に、不同意の場合は相談に応じますので、参加同意書の余白にその旨をご記入ください） 

・当法人の監督下において実施される活動において、法人の責めに帰する事由により発生した事故は、法人が加入する

損害賠償保険（対物５億円、対人１億円）により補償されます。それ以上の補償や法人の責めに帰するものではない

事故については免責とさせていただきますので、必要に応じ保険などにご加入ください。推奨保険商品の案内は参加

決定通知とともに発送します。 

・保護者の方にも募集要項や参加決定後に配付する資料などをお読みいただき、活動に対してご理解いただきますよう

お願いいたします。活動に関する問い合わせは事務局が承ります。 

・活動に関する保護者の方への連絡は、郵便・電話・メールのいずれかで行います。なお、参加者の急病など即時性を

求められる事態の場合、参加同意書に記載の緊急連絡先電話番号に直接お電話をさせていただきます。 

運営事務局について 

活動についてご不明な点があれば、下記の運営事務局までお問い合わせください。 

特定非営利活動法人あおもり若者プロジェクト クリエイト 

 〒030-0801 青森県青森市新町２丁目６番２７号（青森市新町商店街振興組合内） 

 メール  office@aocre.com   電話  017-775-4134（クリエイト事務局とお申し付けください） 


